
再生紙を使用しています。市議会だよりは、紙へリサイクルできます。集団資源回収等をぜひご活用ください。

　

市
議
会
で
は
、
本
会
議
や
常
任
委
員

会
等
の
会
議
を
一
般
公
開
し
て
い
ま
す
。

傍
聴
を
ご
希
望
の
方
は
、
会
議
当
日
に

議
会
の
受
付
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
方
が
本

会
議
を
傍
聴
す
る
際
に
、
手
話
通
訳
を

ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

傍
聴
予
定
日
の
３
日
前
（
土
・
日
・
祝

日
を
除
く
）
の
正
午
ま
で
に
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

〈
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
〉

　
　

議
会
事
務
局
庶
務
課

          　

       

 TEL
（
２
１
４
）
６
１
６
４

　
　
　
　

    

FAX
（
２
６
５
）
９
６
２
６


